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r三田学会雑誌」83卷特別号一I (1990年 9 月）

都市銀行における

第 3 次オンライン化と新人享政策

山 玲

目 次  
はじめに
] 銀行の80年代経営戦略と第3 次オンライン化 
2 第 3 次オンライン化にともなう労働の変化
(1) チラ一の労働の変化
(2)渉外（得意先係）労働の変化
(3)役席者の労働の変化 
14)労働力編成の変化

3 新しい人事政策と労働問題
(1) 新しい人事政策一人事制度の改変 
《2) 新人制度下の労働問題 

おわりに

は じ め に

1980年代とりわけ後半に入って以後， 金 融 の g 由 化 • 国際化が急速に進み，銀行をとりまく経営 

環境は著しく変化してきている。 この金融 の 自 由 化.■際化のなかで，従来の!E券 業 .保 険 業 と の  

間の， あるいは銀行内でみると普通銀行，長期信用銀行， 信託銀行，相互銀行および信用金庫等の 

間の一定の樓みわけが崩れてきたこと， 加えて外国資本の参入が進みつつあることから競争が激化 

している。

このような状況のもとで，銀行業とりわけ都市銀行では， 国 際 化 戦 略 （海外拠点の拡充）の展開， 

投資銀行機能の強化， そしてこれらのリスクをともなう業務に耐えうる経営基盤をつくるために国 

内リ一チイル分野の強化といった経営戦略を推進しようとしている。 こ れ らの経営課題を量• 質と 

もに充分に遂行するために，80年代後半にはいって， 都市銀行各行は技術的基盤の構築として第3 

次オンライン化を進めながら， 人材面でも新しい人♦ 政策を打ち出してきており， 労働過程の変化 

には著しいものがある。

本稿では，銀行の経営戦略の変化をふまえたうえで， その一環として導入された第3 次オンライ 

ン化とこの効率的利用を促す新人享政策について検討する。 その際， 第 3 次オンライン化技術によ 

る労働過程の変化， およびこの基礎上に打ち出された新人事政策の目的とその具体的な制度改変の

----188----



内容について経営の側面から明らかにするとともに， 労働組合の内部資料やヒアリング調査に基づ
( 1 )

きながら労働者の側面から新人* 政策の影響および労働者の労働実態について明らかにする。

こうした問題を取り扱うのは，近年いわゆるホワイトカラ一と呼ぱれる労働者は非常に増大しつ

つあり， この層の分析が労働問題研究にとってますます重要になってきているにもかかわらず， そ

の重要な一角をぽ成する銀行労働者について， 具体的にはまだほとんど明らかにされていないとい

う状況があるからである。 とりわけ，経営環境の変化に対応して80年 代中葉に打ち出された第3 次

オンライン化の労働者への影響や新人事政策. 新人*制度とそのもとでの 労 働 実 態 に つ い て 概 括 的
(2 )

に論じたものは， これらの導入後間もないことに加えて，金融機関とりわけ銀行では経営サイド• 

労働組合サイドともに人享面での資料公開を非常に限定していることもあってきわめて少ない。

若千結論を先取りすると， 分析の結果， 次のことを指摘できるであろう。すなわち，第 1 に，80 

年代における都市銀行の経営軟略が，70年代半ば 以 後 の 国 債 の 大 量 発 行• 消化， 日本経済の低成長 

への移行にともなう法人企業の資本蓄積方式の変更にともなう資金の調達• 運用面での行動変化， 

経済摩擦の激化のなかで米国の金融市場解放要求の高まり等に対応した蓄積方式の構築にほかなら 

ないこと。第 2 に，都市銀行が構築しようとしている蓄積方式の技術的基礎である第3 次オンライ 

ン化はそれ自体従来の労働内容を変化させるが， こ れ を テ コに職務の分割• 再編を進め，大量の非 

正規雇用労働者の利用を可能にすること。第 3 に， 新人事政策は，経営環境の変化に適合的で効率 

化 に 資 す る 人 材 の 育 成• 強化のために打ち出されたが， そのもとでは， 第 3 次オンライン技術を基 

礎 に し た 職 務 の 分 割• 再編を通じて， 正規雇用の非正規雇用での代替がかなり進められていること。 

第 4 に， 新 人 事 政 策 • 新人* 制度は， 正規雇用の総合職，一般職，派遣常用， 嘱 託 •パ ー ト 労 働 者  

等 の 間 の 差 別 化 の 制 度 化. 強化を一層おしすすめるだけでなく， 成果対応型賃金へのシフトなどか 

ら正規の総合載あるいは一般職労働者の内部での競争の激化をももたらしていること。第 5 に， 新 

人享政策下では，正規雇用のなかでも， 一般職女子の低位固定化， 中高年労働者の相対的評価の低 

下， 労務載の漸次的排除とこれにともなう雇用の不安定化，資金等労働条件向上の抑制等が著しい 

ことである。

1. 銀行の80年代経営戦略と第3 次オ ン ラ イ ン 化

銀行の80年代における経営戦略は， 基本的には，7 0年 代 中 葉 以 後 に 現 れ た ，① 「減量経営」型 

「合理化」 の 遂 行 過 程 で 生 じ た 大 企 業 の い わ ゆ る r銀 行 離 れ 丄 お よ び ② 貿 易 .経 済 摩 擦 が 激 化 す  

るなか で の 自 由 化• 国際化等の急速な進行に対応してとられている。

日本企業の資本蓄積方式は，1973年の第一次石油危機を契機とする74〜75年の戦後最大の不況か

注 （1 ) 紙幅の制約上，非正規雇用および労務（庶務）職については簡単にふれるにとどめざるをえなかっ 
た。

( 2 ) この問題に関する主要な研究業績として，ここではさしあたり，渡 辺 峻 『現代の銀行労働』大月書 
店，1987年，同 「第 3 次オンラインと労働過程」（『経済』1989年10月号）をあげておく。
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らの回復過程で大きく転換し，「減量経営」型 「合理化」が 強 力 に 遂 行 さ れ た 。 これは， 売上高が 

停滞し操業度が低下した状況にあっても利潤を回復. 上昇させていくことを目的に，①過剰設備の 

整 理 • 廃棄と新鋭設備への生産の* 中，②借入金の田縮と資金調達コストの引き下げ等による金融 

費用の節減，③ 雇 用 お よ び 賃 金• 労働条件の両面から， 不況による経営悪化の負担を人件費の節減 

な ど の 「合理化」 によって労働者に積極的に転嫁していくことであった。

銀行業との関連で重要なことは，金融費用節減の一環としての長期戦略的な資金調達コストの引 

き下げが， 在 庫 の 圧 縮 • 設備投資の抑制等による資金需要の純化を背景に，銀行借入依存の体質か
C3)

ら脱却させると同時に，資金運用の効率化と金利選好を強めたことである。 こ れ が 預 金 歩 窗 率 （取

引先企業の借入金にたいする預金の割合）の 低 下 と い っ た い わ ゆ る r企業の銀行離れ」（自己金融化） と
(4)

呼ばれる現象を生じさせたのである。

以上のような70年代中葉以後の変化を背景に，1980年代とりわけ後半に入って以後，金融の自由
(5)

化 . 国際化が急テンポで進展している。規制緩和が進み， これまで明確な樓み分けがあった銀行. 

証 券 • 保険といった業務の境界線が不明確になり，金融機関の同質化傾向とともに競争が激化して 

きている。 こうした状況にあって，銀行業とりわけ都市銀行は，80年代に入って， 次の三本柱から 

なる経営戦略をとっている。 そ の 第 1 は， 国際化戦略である。 これは， 日 本 企 業 の 海 外 進 出 .多 国  

籍化に対する金融面でのカバー， 米国等による日本の金融市場開放要求への対応だけでなく， より 

積極的に各国の諸企業との取引をめざして海外拠点を拡充. 展開することを意味している。第 2 は, 

投資銀行機能の強化である。 これは，金 融 の 自 由 化 . 国際化のなかで規制,懷和が進むもとで，銀行 

が証券業務へ進出し， 採式の売買へも積極的に取り組んでいくことを意味している。第 3 は， 国内 

リ ー テ イ ル 分 野 〔小口金融）の 強 化 で あ る 。 これは，銀行が， 国際化戦略をとり投資銀行機能を強 

化することにともなって増大するリスクを支えるためにとられた戦略である。都市銀行は，従来主 

として相互銀行•地 方 銀 行 • 信用金庫などが取引をしてきた中小企業や個人を対象とするリ一テイ 

ル分野へも進出するようになっている。

このような経営戦略を遂行するために，80年代中葉以後，第 3 次オンライン化と新人享政策が都

注 （3 ) これは，第 1 に，設備投資の抑制.在庫の圧縮等による資金需要総額の圧縮を背景に，従来の長期 
借入金依存の資金調達方法を改め，長期資金は内部留保や引当金の自己資金と社債の発行による調達 
へと変更すると同時に，長期借人から短期借入に切り換えろという方法によって遂行している。第 2 

に，第一次石油危機不況後の企業利潤の回復にともなって，時価発行増資や時価転換社債の発行など 
を通じたプレミアムの獲得による実質資金調達コストの引き下げをはかったこと，いわゆる外部金融 
力、ら内部金融への転換の追求があげられる。

( 4 ) 千 田 .鐘ヶ江.奥 野 著 『変革期の銀行.HE券』 ページ参照。
(5 ) 金融の自由化’国際化すなわち金利の弾力化• 自由化，金融行政の弾力化• 自由化および対外金融 

取 引 •業務の自由化等の背景には，金融構造の変化（①国債の大量発行とこれにともなう桑行条件の 
弾力化.金融機関の証券業務への参入などの国債の引受.消化促進関連行政の変化，②第一次石池危 
機を契機とする低成長への移行にともない法人企業の資金調達.運用方法の効率化. 多様化してきた 
こと，③金融資産選択における金利選好意識が高まってきたこと）や米国の金融市場解放要求の激化 
がある。鐘ヶ江毅「日本の金融構造の変化」（千 田 •鐘ヶ江.奥 野 著 『変革期の銀行とIE券』有斐閣， 
1986年）を参照。
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市銀行を中心に次々と導入されたのである。新人享政策については第3 節で詳述し， ここでは第3

次オンライン化についてかんたんにふれる。

第 3 次 オ ン ラ イ ン • システムの目的は，金 融 の 自 由 化 . 国 際 化 . 証券化と70年代半ば以後日本企

業の蓄積方式が変化するなかで，一層のオートメーション化をテコとした省力化によるコスト. ダ
(6 )

ウンと対外ネットワークの拡大に基礎をおいた業務内容の拡大による新しい収益源の確保であった。 

すなわち， オートメーション化を推進し， 次節以降で詳述するようにこれをテコにした人員削減. 

賃 金 抑 制 . 職 務 の 分 割 . 再編をともなう差別的な労働力編成のま現を通じた営業経費の約54% をし 

める人件費の節約や，金 融 g 由化のなかで生じてくる新業務. 新商品への対応，銀行カードの多機 

能化等新たなニーズの掘り起こしとそれを有料サービスとして提供することを通じた収益基盤の強 

化を意味している。 さらに，情報通信システムとこれを利用したネットワークの形成による金利リ 

ス ク • 流動性リスクを回避するための資産負債管理，24時間ディーリングや本部による情報の一元 

管理を可能にしている。

2. 第 3 次オンライン化にともなう労働の変化

本節では， 前述した経営戦略と第3 次 オ ン ラ イ ン • システムが， 労働過程へどのような影響をあ 

たえているかを具体的に検討したい。 その際， まず， テ ラ ー （窓口者)， 渉 外 （得意先係)， 役席者と 

いう営業店での主要な3 つの労働にあらわれた変化について検討したうえで， 営業店レベルでの労 

働力編成の変化についても明らかにしたい。

(1 ) テラーの労働の変化

第 3 次オンライン化以前の営業店内部の窓口での事務労働は，第 1 次オンライン化で享務増加率

が高くかつ即時処理を必要とした普通預金記帳事務のg 動 化 （オンライン記帳） と自動振替のセンタ

一記帳方式が導入され， その後科目別逐次オンライン化が進められた結果，記帳業務から解放され

ていく。第 二 次 オ ン ラ イ ン 化 で 「多科目連動処理」 〔全科目総合オンライン） と な り， C D  (現金自動

支払機）• A T M  (自動入出金機）の大量設置等により勘定科目別の労働も消失し， 顧 客 g 身が入金，

出金， から為替まで行うようになっている。 この結果， A T M 1 台 の 設 置により女子職員1 人の省

力化が可能とされる。実際，第一勤業銀行では，1979年 3 月期から84年 3 月 期 ま で の 5 年間に， こ

れら店頭自動機器が832台から1,978台へと1,146台増加している力;， この間に女子職員は1,387人減 
(7) _

少している。第二次オンライン化にともなう大手都市銀行の営業店端末機器投資はおよそ100〜150

注 （6 ) 第3次オンライン化には投資総額の省力化効果が薄かったという評価が一方であるが，第3次オン 

ラインにともなう投資総額の内の営業店端末機器投資と削減人員（省力化効果）のバランスは1次 . 

2次オンライン化の時と同程度である（『ポスト第3次オンと銀行S I S 』富士通システム総研山田 

文道•関ロ益照著，金融財政* 情研究会，1989年）31ページ。

( 7 ) 内田通夫「始まった銀行「入滅らし作戦」」（『東洋経済』1985年4 月27日号）40ぺ一ジ。
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億円であったが， この時期の削減人員は2,000〜3,000人に及んでいる。

80年代中葉以後進められている第3 次オンライン化は，前 述 し た 第 1 次 . 2 次オンライン化にひ

きつづいて， ま 務 労 働 を 後 述 するように一線完結処理ひいてはr一点完結処理」 .オ ー ト テ ラ ー .

システムにまで徹底して自動化している。富 土 銀 行 が 第3 次オンライン化にともなって導入したオ 
(9)

ートテ ラ ー . システムは， 他の都市銀行に比較して， 自動化•省力化効果とともに個人情報のセー

ルス業務への利用という点で先んじていると考えられるので， ここでは同行の第3 次オンライン化

とそれによるテラーの労働の変化を分析する。

第 3 次オンライン化により導入されたオートテラー. システムの狙いは，①可能な限り伝票を不

要 化 し て 端 末 処 理 で 代 替 さ せ て し ま う こ と （チラ一によるオペレーター業務の遂行)，② 一 つ の 窓 口 で

一度に複数の要件が処理できること，③ 煩 雑 な 蹄 め 上 げ 業 務 （通 帳 .伝 票 .金額等の集計.確認作業）

の自動化，④個人情報ファイルの一層の整傭とそれに基づいた顧客向けセールス情報の店頭でのタ

イムリ一な提供という4 点に集約される。

r伝票の不要化」 と 「一点完結処理」 という点に関しては， 従来は定期解約， 振り込み， 普通ロ

座入金等の複数の用件を処理する場合， 別々の窓口の各テラーが各用件のためにそれぞれ伝票記入

や印鑑照合等を行い， 各要件の* 務処理の完了には，記入された伝票が各窓口からそれぞれニ筒所,

三 篇 所 と 他 の 係 （セカンド. ラインのオペレーター）に伝達されなけれぱならなかったのが，第 3 次オ

ンラインでは， 他係への伝票の回付が不要になると同時に同一窓口で全ての用件を処理できるよう

に な っ た こ と （= r一点完結処理」）が重要である。 具体的には， 顧客が複数の用件を処理する際に，

同一窓口で一部だけ伝票に記入すれば， あとは対話に基づきテラーが端末操作をすれば全てのま務 
(10)

処理が可能になっている。 これにより， 他係への伝票回付漏れを回避して， 事務の正確性と迅速性 

の向上をはかると同時に， 営 業 店 の ペ ー バ ー . レス化と組織の簡素化を実現している。

また，煩雑な蹄め上げ業務もオペレーションの正当性チェックに変化し， 従来閉店後に30分から 

1 時間半程度かけて収支が合うまで* 計 .確認していたのが， 完 了 キ ー を 押 す と5 分足らずで終わ
ひ1)

るようになっている。

このような第3 次オンライン化による従来の事務労働のオートメーション化の進展により節約さ 

れた時間は， 渉外労働に割り当てられるようになってきている。従来， 顧客の指示に従ってお金の 

出し入れの操作のみを行っていたテラー力;， 今では， コンピュータの指示にしたがってニーズを掘 

り起こし， 商品セールスをも行うようになってきたのである。営業時間内に， オ ー ト テ ラ ー •シ ス  

テムや A I  (人工知能）を 活 用 し た エ キ ス バ ー ト. シ ス テ ム を 利 用 し な が ら 店 頭 で セ ー ル ス .相 談

(8)

注 （8 ) 山田文道.関ロ益照著『ポスト第3次オンと銀行S I S 』金融財政* 情研究会，1989年,31ページ。 

( 9 ) 富士銀行のこの最新鋭のオートチラ一は，現在はまだ玉川支店等一部営業店にしか設置されていな

い。

(1の駒橋憲ー「銀行最新レポ一ト2 富士銀行第3次オンラインの完成度」（『金融ビジネス』1988年9 

月号)。

(1 1 )渡辺峻，前掲論文およびヒアリング調査による。

—— 192——



業務を遂行し， 営業時間終了後は自分の顧客に電話をかけて預金等の勤誘を行っている。

オ ー ト テ ラ ー. システムには， 顧客の個人情報が入力されており， 支店単位のセールスの重点項 

目にあわせてその要件を満たす顧客が来店した折には， テ ラ ー の 画 面 に rセールスしろ」 と表示さ 

れ， 同時に子供の人数や給与振込の有無等の属性に関する情報も表示される。 コンピュータの指示 

にしたがって， 表示された情報にもとづき定期預金等の商品説明画面を顧客に示しながらセールス 

業務を遂行するのである。 また， オートテラー•システムとは別個に資産運用シミュレーション等 

を A  I でおこなう端末が一部営業店に配置されてきている。 これにより， 窓口でア）個人顧客に对 

しての投資や資金運用相談， イ）税務相談， ウ）資金借入の相談， ュ） クレジット入会審査等もテ
(13)

ラ一が行うことが可能になる。

第 3 次オンライン化にともなって， ガイダンス方式の採用により誰にでもできるような端末操作 

になり， テラーは， 従来の* 務労働だけでなく一部渉外労働をも担うようになってきたのである。

(2 ) 渉 外 （得意先係）労働の変化

次に， 第 3 次オンライン化により渉外労働がいかに変化しているかを考察する。 渉外労働は， 基 

本的には， オンライン化による情報データベースの整備により，記 帳 .計 算 業 務 か ら の 解 放 さ れ る  

と同時に， 的確な情報のタイムリーな提供による判断労働からの解放という2 つの方向で変化して 

きている。

記 帳 • 計算業務からの解放は，す で に 第 2 次オンライン化で顧客情報ファイルが整備されたこと 

により可能になっていた。 これは，個人情報のデータベース化が行われた結果， 名寄せ後の預金残 

高， 諸サービス利用状況， 地域別預金者動向， 地 域 別 取 引 シ= ア，業種別取引状況，取引先関連預 

金等の即時的把握が可能になったためである。

第 2 次 オン ライン化で導入された情報データペースは， 第 3 次オンライン化で一層整備されてい 

る。すなわち， ア）収 益 管 理 の た め の 情 報 （支店単位の収益情報および取引企業別採算管理情報）の蓄 

積， イ）取引推進情報の蓄積， ウ）過去の取引状況や案件に関する情報の蓄積がなされている。 こ 

うして蓄積された情報は管理面での利用にとどまらない。情報システムから訪問予定表兼成果日誌 

が プリントアウトされる。 これには，セールスの 目 的 と と も に 残 高 •家 族 構 成等の顧客明細情報 か 

ら担当地域の順路まで記載されている。 また， セールス 目的を支店で指定すれば， 自動的に対象リ 

ストがでてくるようになっている。

以上のような情報システムの確立を利用して， 人材の効率的活用の視点から，従来の渉外職の労 

働は，①ま：業所および* 業所従属諸団体を対象とする新規取引開拓業務，②個人を対象とする新規 

取引開拓業務，③ 一 旦 獲 得 し た取引にかかわるルーティ一ン業務（定期預金継統.集 金.通帳返却. 情

(12)

注 （1 2 ) オートテラー. システムが導入されている富士銀行玉川支店では，チラ一は，三時の閉店以後は電 
話セールスや近くをまわって集金をしたりというようにセールス業務の一翼を担うようになっている 

(駒橋憲ー前掲記事参照)。
( 1 3 )銀行研修社編『銀行支店長の経営術』40〜41ページ。
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報収集や相談条件の取次等）というように3 つに分割され，詳しくは次の労働力編成の項で述べるが, 

総合職の渉外労働は①の対# 業所 •事業所従属団体取引に限定し，②の職域•店周個人取引および 

③のルーティーン業務は，一般職女子，派遣バート，嘱託労働者に委譲されつつある。

第 3 次オンライン化による財務分析，経常的な申請享務，および提案書類の作成等の渉外部門の 

単純事務の機械化とルーティーン業務の非正規雇用等での代替によって節約された総合職渉外労働 

者の時間は，比較的取引規模も大きく，高収益の仕享に向けられるようになっている。これまで預 

金取引中心だった渉外担当者に預金と貸金の両業務のノウハウを修得させて多能化がはかられた結 

果，今では渉外労働は従来の融資労働を大きく含むようになってきている。

(3 ) 役席者の労働の変化

従来のオンライン. システムでは役席者の大半はシステムの対象外であったが，第 3 次オンライ

ン化により勘定系システムの領域が広がり，役席者の内部事務に関するチェック機能. ミス管理機

能だけでなく，計画.統制などの管理機能もシステム化され，役席者の労働も管理労働から第一線

の営業活動へと比重が移っている。

支店長を中心とする役席者は，本部から設定された支店別の資金予算や諸収入•諸支出•利益等

の目標等を達成するために，マーケット状況•店歴 •他行との競合度•従来の運営状態•行員の質

•量 .構成等を考慮して支店の戦略方針をたてている。その際に，オンラインを通じて本部機構か

ら毎日送付されてくる諸々の資料（給与振込.退職金.要注意先.土地.取引先出店.自由金利商品の金

利見通し.県政方舒等々）や第 3 次オンラインで一層整備された情報データベースに蓄積された情報

ア）収益管理のための情報（支店単位の収益情報および取引企業別採算管理情報)，イ）取引推進情報，

ウ）過去の取引状況や案件に関する情報を利用して重点取引推進対象先の選定等の計画をたて，職

員の指導を行っている。従来情報の入手.分析資料作成•計画立案学にかけていた時間の一部を渉

外労働に振り向けるようになっている。今では支店長自ら目標達成のために，時間•体力の6 割以
(15)

上を渉外労働に割り当てている。

また，役席者に課されているチェック機能• ミス管理機能も，システム化された結果，取引入力

のつど， コンピュータが内容をチェックし，異例取引の場合に，役席者の承認を求める仕組みが一

般化している。コンピュータの端末操作によって取引の承認を行い， コンピュータから示されるチ
0 6 ) 1

ラーごとの処理件数.仕掛け件数などを活用して店内運営を行うようになっている。従来は，たと

注 〔1 4 ) 住宅地店舗の渉外職の場合，定期預金等継続，通帳返却，書類受け渡し，小口の定例集金，表敬訪 

問等の基礎的業務に割かれる時間が全体の6割近く，渉外バートを利用することで外交訪問件数の約 

半分が肩代わりされ，全体として約3分の1の時間が節約できると推計されている（銀行研修社編同 

上書および莊同哲生『営業店パート活用法』)。

(1 5 )『金融財政# 情』（1986年8 月4 日号）に掲載された金融機関支店長の意識と行動に関するアンケー 

ト調査および銀行研修社編前掲書等を参照した。

(1 6 )山下通r特集/ 金融の情報通信技術革命！第三次オンで営業店はどう変わる？」（『金融財政* 情』 

1978年8 月25日号），28ページ。
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えぱ普通預金の検印作業の場合，「手* き時代には伝票，元帳，通帳をチュックし，口座II号，残高，

入出金額，差引残高と検印することになっていたものが，給与オンラインとなってからは伝票と通

帳の入出金額と口座番号をチェックするだけ」になり，第 3 次オンライン化ではほとんどがコンビ

ュータによる自動チェックに代替され，検印者の不要化•権限の下部への委譲が進む一方で仕事量
C17)

の増大もあり，役席者は職員のミス管理の充分な遂行には不安惑をもつようになってきている。

(4 ) 労働力編成の変化

これまで述べてきたような第3 次オンライン化による内部事 務̂労働のオートメーション化.作業

の単純化とこれにともなう正規職員の多能化•労働内容の変化を基礎に，正規職員を削減•抑制し 
(18)

ながら，非正規雇用での代替が促進されている。

第1図 某支店の労働力編成（年間利益3億円）

は今後派遣パートに 
入れかえていく部言

課長(得意先） 課長(貸出） 課長(営業）

男 子 総 合 職 4〜5名 男子 
総合職 

2 名

女子一般職
オペレー夕一

2 名 
女子パート

2〜3名

代 理 代 理 代 理 代 理

女子一般職 
出納2名、 
、総務2名ノ

テラー6 名

男子総合職1'̂ 

I女子一般職5 ノ 

為 替 2 名 

女子一般職

後方# 務4 名 

女子一般職

女子パート14〜]名

出所：川口和子「金融自由化時代の女子労働者」〔『労働運動』1989年11月号）P.72。 

注）テラーとして配置されている男子総合職は，新入載員の研または健康上の問題 

など力、ら例外的に配置されているにすぎない。

(17) 土岐正紀『銀行マンが大量整理される日』オーュス出版，49ページ。

〔1 8 ) 第3次オンライン化が開始された1985年3 月からの3年間で，たとえぱ富士銀行では女子職員が 

1,087人 （20%),都市銀行全体では11,008人 （1 8 % )削減されている。
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この結果実現されて い る 労 働 力 編 成 （第 1 因）は， 以下のように概括できる。① テ ラ ー （窓口者） 

は，従 来 セ カ ン ド • ラインのオペレーターの仕ぎだった預金. 為替等の後方享務だけでなく，相談 

• セ ー ル ス 業 務 （一定のノルマ付）をも担当するようになっている。 これは，第 3 次オンライン化で 

の 事 務 部 門 の オ ートメーション化だけでなく， 相 談 . セールス業務で必要とされる知識や経験がシ 

ステム化されたことにより可能になっている。 労働の単純化と多能化が同時進行しているテラーの 

仕享には，正 規 雇 用 で あ る 一 般 載 女 子 が 配 置 さ れ て い る 。② 後 方 事 務 （登 録 .照会享務，融資.外為 

部門の記帳事務，記帳済伝票の印字照合.精査事務）や 出 納 . 庶 務 部 門 の 財 務 関 係 事 務 処 理 や ファイリ 

ング業務ではすでに一部バート• 派遣労働者での代替が進んでおり， 今 後はほぽ全面的にパート. 

派遣労働者で代替されていくであろう。③従来のテラーおよびオペレーターの業務を代替をしてい 

るA T M 等の使用説明や顧客の案内をするロビー係は，すでに系列子会社から業務請負の形で派遣 

されているパート労働者が配置されている。④従来総合職男子だけで行っていた外回りの渉外職の 

仕事も， ルーティーン業務は， バ ー ト . 嘱託労働者で代替されてきている。 また， 新 規 取 引 •貸 出  

• 情 報 入 手 • 基 盤 商 品 セ ー ル ス （カード.年 金 .公共料金等）も対個人取引には一般職女子が投入され， 

総合職渉外担当者は， 対 * 業 所 （享業所従属諸団体を含む）取引に仕# を限って配置されてきている。.

このような労働力編成は，すでに述べたような国内リーテイル分野の強化という都市銀行各行の 

経営戦略遂行の一環として，第 3 次オンライン化の基礎上に実現しえたと理解できる。金 融 g 由化 

による顧客の金利選好が強まり， これが業務範囲の拡大とあいまって都市銀行各行の新商品の開発 

を促進している。 こうした状況にあっては， 顧客の多様なニーズへの的確な対応とこれにフィット 

し た 商 品 . 情報等の提供といったいわゆるコンサルティング業 務 • セールス業務が重要になってく 

る。 国内リーテイル部門の強化は， とりもなおさず営業店における渉外部門の強化= r 新渉外体制」 

の 確 立 （コンサルティング業 務 .セールス業務の強化）であった。 こ の た め に ， 第 3 次オンライン化を 

利 用 し て 職 務 の 分 割. 再 編 を 進 め な が ら ， 前 述 の よ う な 労 働 力 編 成 （= 役席者からテラーまで正規職 

員の総営業マン（渉外職）化と渉外バートの導入および女子事務職員の非正規雇用での代替）を 実 現 し た と  

いえる。

3 . 新 し い 人 事 政 策 と 労 働 問 題

(1 ) 新しい人事政策—— 人事制度の敦変

新人事政策は，r経 営 の 効 率 化 と 環 境 変 化 に 適 合 的 な 人 材 の 育 成 • 想遇の適性化」 という スロー 

ガンとともに，85年以後三弁銀行をかわきりに各都市銀行で一斉に打ち出され， 人 *制 度 の 改 変 が  

進められている。 この人享制度の改変は， 採用から退職にいたる人享の総合的見直しであり， その 

特徴は，① 派 遣 • バート等非正規雇用の利用を前提としたコース別管理の導入，②成果対応型賃金
ひ9)

へ の シ フ ト （職務給ウェイトの増大)，③キャリア開発制度の導入の3 つである。

新しい制度内容の具体的な検討に入る前に，大規模な制度改変が行われた理由にっいて簡単に明.

--- 196----



らかにしておきたい。第 1 の理由としては，金利規制の緩和や国際化.証 券 化 に よ る リ ス ク 増 大 と

いった経営環境の変化のもとで， これまで以上に収益管理が強く意識されるようになったことに加

えて， 従業員の年齢構成の高齢化とポスト不足が生じてきたことである。 この高齢化とポスト不足

力';,1960年 代 後 半 に 導 入 し た 「職能資格賃金体系」 の も と で は 人 件 費 コ ス ト （85年度の営業経參にし

める比率は54% ) をさらに上昇させる圧力として作用するようになってきたのである。第 2 には，急

速 に 進 行 す る 金 融 の 自 由 化 . 国際化にともなって，従来なかったか， 比 較 的 手 薄 で あ っ た 業 務 （国
(20)

際 .IE券 . S E など）が急激に膨張し， この分野で中途採用の実施を余儀なくされるほど人材が逼迫 

第2図富士銀行•総合職コースの給与ポリシー図

支店次課長,代理、 /支店長，副支店長、 
、本 部 調 査 役 な ど ) 、本 部 部 課 長 な ど J

出所：渡辺峻『現代の銀行労働』1987年，P.107。

注 （1 9 ) 渡辺峻氏は前掲『現代の銀行労働』のなかで，新人事制度の内容として，①コース別管理，②女子 

の再雇用制度，③キャリア開発制度の3つをあげられ，成果対応型賃金については①のコース別管理 

に含められている。し か し コース別管理のもとでは成果対応型賃金へシフトする場合が多いが，必 

ず従来の年功を加味した職能資格賃金制度を変更しなけれぱならないわけではなく，しかも新人事制 

度において，成果対応型賃金へシフトの重要性はきわめて高いことから，コース別管理とは別に成果 

対応型賃金を新人事制度の特徴としてあげた。また，女子の再雇用制度はすでに新人事政策以前から 

あったこと’またこの制度が実際にどれだけ機能しているかに疑問があり，ここではとりあげなかっ 

た。

( 2 0 )中途採用の実施は，新業務担当（国際.証券. S E  ( シ ス テ ム エ ン ジ ニ ア ） など急激に変化.膨張 

する分野）の人材育成が新規学卒採用者の研修.教育による言成や社内公募による配置替えでは，時 

間的にも量的にも不十分であったことによる。銀行業界で，中途採用の先鞭をつけたのは住友信託銀 

行 （1985年11月’14名採用）である。その後，三菱銀行や三井銀行等でも実施された。
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してきたことである。 これまでの人# 制度のもとでは，経営戦略上重要なこの分野の人材の獲得.

育成に困難が生じてきたのである。第 3 には， 第 2 節で述べたように，第 3 次オンライン化のもと

で正規雇用の非正規雇用での代替が技術的に可能になったこと， 第 4 には， 女子の労働力化率の上
(21)

昇 • 長期勤続化傾向や労働力流動化の一層の進展といった労働市場の変化があったことである。

新 人 事 制 度 の 第1 の特徴であるコース別人事制度は，「キャリアコース」を従来のように一本の職

能資格制度に限定せず， 採用時にあらかじめ複数のコースから選択をさせるというものである。 コ

ー ス 別 に 異 な る 労 働 条 件 （業務内容，能力要件，昇 進 .昇格のあり方，転勤の有無，職 種 .部門異動の有無，

出向対象の有無，その他の特殊条件）が設定され， 人* 管理の仕方も異なってくる。

都市銀行の場合も他産業と同様に， コース設定は， 以下に示したような①総合職，② 一 般 職 の 2

コース制かこれに③特定の専門的な知識. 技 能 . 資格を要する業務に服定されるコース，④市場性

のある専門的な能力を要する特定載コースを加えた， 3 ま た は4 コース制をとっている。①の総合

載コースは， 基 幹 的 業 務 を 遂行できる高度• 広範囲の能力を要する者で，職 種 間 の 異 動 •勤 務 地 の

広 域 異 動 . 他社への出向等があるが， 最 上 位 資 格 • トップマネジメントへの昇格. 昇進の可能性が

ある。②の一般載コースは，職種間異動がないか狭い範囲に限定された，相 対 的 に は 「ffi助的に

単純」 とされる業務を遂行する者で，転居をともなう勤務地の異動や他社への出向等もないが， 昇

格 • 昇進の可能性はほとんどない。③のコースは， 特定の専門的能力を要する業務に限定され，転

居をともなう勤務地の異動もないが， 昇 格 • 昇進には一定の限界がある。④は，市場性の高い高度

の専門能力を要する者で， ボ ス ト . 賃 金 . 勤務地等の想遇も個別契約によって異なる。

制 度 変 更 の 第2 の柱である成果対応型賞金へのシフトは， このようなコース別人事管理を処遇の-

面で支えている。 これまでは，一定の年齢に達したときに一定の水準を満たす職務遂行能力があれ

ぱ職能資格が上昇し， これに賃金がリンクされていた。 労働者の年齢構成がピラミッド型のまま拡

大していった時期にはこの方式で問題ない。 しかし， その後特に70年代後半以後，年齢構成の高齢

化， ポスト不足，定年制延長や女性の勤続年数の長期化が生じるようになると， 従来の賃金体系の

もとでは人件費の上昇圧力が作用するという問題に加えて，能力を必要としないポストについた高

齢者と第一線の若年層の賃金に離離が生じ， 若年層のモラルの低下をひきおこしやすいという問題

が生じてきた。 これらの問題を解決するために，後述するキャリア開発制度とともに導入されたの

が，成果対応型賃金である。 その特徴は， 各職務を仕享の難しさと戦略的重要性から格付けし， こ

の格付けに対応して職務給のウェイトを高くしたことである。 この結果， 第 2 図に示したとおり，

職 階 が 上 が る ほ ど 職 能 給. 職務給の比率が高くなっている。従来の年功を加味した載能資格重視か

ら実際に遂行している職務重視の賃金体系へと変更されたのである。

第 3 の 特 徴 で あ る キ ャ リ ア 開 発 制 度 （C D P ) は， コ ー ス . 資 格 制 の も と で ， コ ー ス 別 の 昇 進 .
(22)

昇 格 • 昇給等の限界が設定されたことによるモチベーション低下を防ぐと同時に， 各コース内での

注 （2 1 ) こうした労働市場の変化は，もちろん男女雇用機会均等法や労働者派遣法の制定と密接に関連して 
いる。
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キャリア転換を容易にしようとするものであり， これを通じて長期的な経営戦略に沿った人材の確

保 • 言成を図ろうとするものである。 このために， コースごとに， キャリアガイダンス， 自己申告

制度， キャリアカウンセルを通じて本人の希望を重視したキャリアを設定し， これにみあうように

ジョプロー テーション， 職 場 教 育 〔O J T ) , 研修制度を有機的に結びつけ， 各人の能力開発を行う
(23)

の が C D P である。 このC D P のもとでは， キャリアのな段階で設定された目標の達成度が人事:評 

価に影響するため， 個別管理が一層強まる。

(2 ) 新人事制度下の労働問題

次に， この新人* 制 度 の もとでの銀行労働者の賃金• 労働時間等労働実態を明らかにすると同時 

に， この制度の銀行労働者への影響について検討しよう。 その際， まず新人享制度の主要な柱であ 

る成果对応型賃金体系のもとでの賃金実態を中心に分析し， 労働時間その他の問題については紙幅 

の制約上簡単にふれるにとどめたい。

すでに述べたように， 人件費コストの上昇や若年層のモラルの低下等の問題を解決するために個 

人 別キ ャリア 開 発 制 度 （C D P ) とともに導入された 成果対応型賃金は， 結 局 の ところ， 一般に高 

賃金労働者といわれる銀行労働者間の賃金差別化を強め，少数の高賃金労働者と多数の銀行平均賃 

金以下の労働者への分化を結果している。

この賃金差別化の実態は，年 齢 別 . コ ー ス 別 賃 金 （第 3 図)， 賞 与 の 等 級 別 支 給 率 格 差 （第 1表)， 

等 級 別 年 収 格 差 （第 4 図)， お よ び 雇 用 形 態 の 違 い に よ る 女 子 の 時 間 給 格 差 （第 5 図）などから明ら 

かにしたい。

こ の 4 つの図ま及びヒアリング調査から， 以 下 のことが指摘できる。①従来のようないわゆる年 

功賃金制はすでに掘り崩されてきている。すなわち， 低く設定された初任給から入社後7 〜 8 年の 

間 は 総 合 職 . 一般載ともに賃金は比較的順調な上昇カープをしめすが， その後は， 勤 続 年 数 . 年齢 

の伸びによる賃金上昇はほとんど頭打ちであり，職能資格の昇格以外に賃金上昇はほとんどないと 

いえる。たとえば，総 合 職 で 30歳 を こ え て 役 職 者 に な れ ず に 1 級にとどまっていた場 合 （総合職の 

およそ2 割がこれにあたる）には， 勤続年数にともなう賃金上昇は35歳までは年3,000円，40歳以上で 

は年1,500円程度にすぎない。一般職女子の場合には， 主務以上に昇格する可能性はほとんどなく， 

その賃金は20歳台半ばで頭打ちでその後は勤続一年につきせいぜい50 0円前後の上昇にすぎない。 

しかしながら， 比較的順 調 に ト ッ プ で 昇 進• 昇格をした総合職のなかの一部の労働者は， 第 3 図に

注 （2 2 ) これが，賃金に対する不満〔女子の4割以上，男子の3分の1以上）や 「コース別人事管理」のも 

とでの評価や運用の仕方への不満（37め ，制度それ自体への反対（7% ) 等が高まるとモチべーショ 

ンの低下につながっていく（ま士銀行『組合員意識調査』1988年)。

( 2 3 )このC D  P は，中高年労働者にたいする選択定年制にもつながる。

(24) 1988年の『賃金構造基本統計調査』によれぱ，1,000人以上規模の銀行.信託業の所定内月額平均 

賃金は同規模の調査産業平均を16% (男子のみの場合31% ) ,同じく賞与では4 9 % 〔同69% ) 上回っ

ている。
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第3図年魅別•コース別賃金 第4 図等級別年収

(注 1 ) 所定内賃金から家族手当を除いた賃金額 
である。

(注 2 ) 点線部分は組合資料およびヒアリング調 
查からの推計額である。

資 料 ：都銀A 行組合資料およびヒアリング調査 
による。

(注）組合資料および聞きとり調査による 
おおよその推計値である。

第 1表賞与の等級別支給率

格差 （所定内給与比） 
(単位：％')

主 事 338

事 副 主 事 306

総合職1級 294
務 総合職2 級 225

行 主 誇 278

一般職1級 225

一般載2 級 229

一般職3 級 235

庶
務

主 任 278

3 級 265

行 2 級 253
R

1 級 236

みられるように，従来の年功序列型賃金のもとでの昇給以上の急激 

な 賃 金 上 昇 を 重 ね て い る （たとえば，30歳で総合職一級から副主事に昇 

格した場合には，賃金の上昇は約10万円で，それ以前の30%に及ぶ）。総合 

職の多くの場合，賃 金 は こ の 中 間 （S’のグラフに代表される）にある。 

② 庶 務 （労務）行員の場合，資 格 給 の 比 率 が 著 し く 高 い こ と と ，一 

般職女子と同様に昇格が期待できないことが特徴である。③先任行 

員 （55歳以上）の 場 合 ，賃 金 カ ッ ト 率 が30〜5 0 % と， 他産業の大企 

業よりもかなり高いことが特徴である。④ 等 級 別 の 「賞与」 の支給 

率格差だけでなく同一等級内の差も非常に大きい。「賞与」 の場合 

は，個人の業績評価のみでなく団体業績評価が加わり， 特に経営職 

階では同一等級内での格付けの違いによる賃金格差が大きくなって
(25) _

いる。⑥新人事制度は大量の非正規雇用を前提としているが，正規資 料 ：都銀A 行組合資料。

の一般職女干とこの非正規雇用労働者の賃金には，第 5 図に示したとおり顕著な賃金格差がある。

注 （2 5 ) 同一職階における職務の格付けの違いが，第 4 図で示したとおり，各職階の年収の幅となってあら
わ)^Xる。
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第5図雇用形態の違いによる時間給の格差（女子）

(1988年度）

500 1,000 1,500

直用•常用

派遣•常用

派遣委託•パート 
(渉外）

2,500

(円）

派遣'
(行内事務)

(注 1) 直用•常用とは，銀行に直接採用された常用労働者（一般職）のこ 

と。都銀A 行の平均勤続年数を経過した場合の所定内賃金を参考にし 

た。

(法2 ) 派遣’常用とは，都銀系列の人材派遣会社から親会社である都銀へ 

配属されている常用労働者のこと。この場合，新卒採用（短大卒）で 

都銀B 行の系列人村派遣会社へ入社し，入社と同時にB 行へ配属され 

た5年目の労働者の賃金を参考にした。

(注3 ) 直用•常用の点線部分までは，銀行•信託業の平均値。実線部分は，

都銀A 行の平均値。

資料：組合資料，聞きとり調査等により算出。

最近，女子の新規学卒者が親会社であろ都市銀行で働くことを前提に採用され，業務請負のかたち 

で派遣されるケースがあるが，この場合，労働時間等の労働条件は全く同じ常用労働者でありなが 

ら，賃金 .賞与等で明らかに差別されていることに注意する必要がある。

次に，銀行労働者の労働時間について簡単にみておきたい。銀行労働者の場合， とりわけ渉外. 

融資 .外為ディーラーの長時間労働はしぱしぱ指摘されるところである。これは，言士銀行の「組 

合員意識調査」 （1988年 1月実施）でも明らかである。退社後の時間の過ごし方について，「時間的 

余裕がないので，入浴や食事をして寝るだけ」と回答する者が，80丰から88年にかけて2 1 %から42 

% へと倍増しており，渉 外 （外為渉外を含む） .融資の場合にはこの回答が6 割を越えるまでになっ 

ている。

このような長時間労働は，時間外労働時間が長いことを示しているのであるが，この時間外労働
(26)

に対しては「公認された時間外労働時間」（男子の場合は20時間程度，女子の場合は10時間程度）に対し 

てしか支払われない。この認められた残業時間枠をこえて労働者が時間外勤務手当てを請求するこ 

とはまれである。もし請求した場合，基本的にはその月の時間外勤務手当ては支給されるが，その 

分は賞与の人* 考課分でマイナスに調整される。この結果，時間外労働を請求した場合としない場 

合とで年間収入に差はなくなり，反対に考課に響くのでおのずと一定以上の時間外労働を請求しな 

いという構造がつくりだされている。

ま ( 2 6 )たとえば，三和銀行では，人事部長通達の「残業時間ガイドライン」がある。
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また， 仕事のきつさに関しては， 前掲調査によれば， 全 体 で 3 分 の 2 , 渉 外 .融資 の 部 門 で は8 

割 以 上 の 者 が 「非常にきつい」 • rかなりきつい」 と回答している。 その理由としては，一人当た 

りの仕* 量 の 多 さ を 指 摘 す る 者 （約4 0 % ) ,精 神 的 緊 張 の 高 さ を 指 摘 す る 者 （17% ) , 目標管理の強化 

を 指 摘 す る 者 （1 2 % ) となっている。 仕ま量の多さは長時間労働としてあらわれるが， 精神的緊張 

の高さや目標管理の強化という回答は次のような管理の強さの反映であろう。たとえぱ，銀行労働 

者の場合， 行内* 務労働者だけでなく渉外労働者に対しても分刻みの時間管理がなされており， ノ 

ルマとともに過密労働を強いている。 また， 2 〜 3 年 お き の 配 置 転 換 • 転勤により，「未知の互い 

に信頼関係の成立していない」上司の評価の目にさらされることになるが， 彼 の 査 定 は 昇 格 .昇 進  

• 賃金に大きく影響する。 しかも， 新人事制度のもとでは，従来とは異なり， 降格の可能性が小さ 

くはないのであろ。 このため日常の労働は一層緊張を強いられることになるのである。

最後に， 中高年労働者の出向の実態についてふれておきたい。銀行労働者には， 新人事政策のも 

とで前述のような長時間過密労働が要求され， コ 一ス制の導入• 成 果 対 応 型 賃 金 . キャリア開発制 

度等の新人事制度がこれを促進する役割をはたしている。 こうした状況の下では， 中高年労働者は 

若年層ほど体力等の面で無理がきかず，経営戦略上効率的人材とは見なされず， 余剰人員として出 

向という形で銀行の外に排出されている。50,歲前後の中高年層の多く力';,ほとんどの場合賃金その 

他の労働条件の水系が低下することになる転籍出向を余儀なくされるようになっている。 このよう 

な出向を円滑に進めるため，40歳台後半に入ると人生設計についてのアンケートをとったり， 出向 

にr祭しての心構えについて研修等を行ったりしている。 この結果，都市銀行では， 出向者が近年ま 

すます増大している。1985年 3 月 以 後 の 3 年間に，都市銀行全 体 で 出 向 者 は3, 370人増え，88年 3 

月のそれは13, 275人である。 同じく， 在籍者に対する出向者の比率は8.6 % だが，男子に限ると12. 7 

% ’ 銀行によっては第一勧業銀行のように2 割近いところもある。 ある都市銀行では，86年 4 月か 

ら87年 3 月 ま で の 1 年 間 の 退 職 者227人の内， 定年退職者がわずか14人にすぎないのに対して，依
(27)

願 解 職 者 （自己都合退職者）は 213人であり， 定年 以 前 の 退 載 者 が9 割を越えているという指摘もあ 

る。

お わ り に

新人事政策の課題は，一 方 で 金 融 の 自 由 化. 国 際化にともな う 国 際 化 戦 略 • 投資銀行機能の強化 

と他方での国内リーテイル部門の强化= 「新渉外体制」 の確立という経営戦略を遂行するために， 

人件費コストの上昇を抑制しながら人材の獲得• 効率的活用をいかに進めるかということであった。 

これは，第 3 次オンライン技術を基礎に従来の分業体制の見直し，労働力編成の再編および人事制 

度の大幅な改変によって遂行されたのである。 この結果，第 3 次オンライン化開始後の3 年間に経

注 〔2 7 ) 中山哲「「不安定就業化」する銀行労働」（『労働運動』1989年11月号）を参照。
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第6図都市銀行における1人あたリの経常利益•内部 

留保.人件#の伸び

(%)
300

200

100

B 1人あたり内部留保 
C 1人あたり人件費

1985 86 87 88 年

(注 1 ) 内部留保は，法定準備金，剰余地，特別法上の 
引当金，退職給与引当金および貸倒引当金として 
S十算した。

(注 2 ) 各項目とも，当該年度末（3 月）の従業員数で 
算出。

資 料 ：『全国銀行財務諸ま分析』の各年度版より作成。

常 収 益 が 1.5 倍，経 常 利 益 が 2. 4 倍に 

まで伸びているのに対して， 人件費の 

伸 び は 1.1倍にも満たず， 営業経費に 

しめる人件費比率を5 4 % から45% にま 

で： し て い る （第 6 図)。 このような 

人件費節減の内容については本稿で分 

祈してきたが， その結果を総括的に述 

ベれば次のようなことになろう。

新人享制度のもとでは， 第 1 に， 男 

子載員と少数の女子職員にたいしては 

総 合 職 • 専門職として高い職階への昇 

格の可能性をもたせながら労働意欲の 

維持向上がはかられ， 個 人 業 績 給 • 団 

体業績給というかたちで同一等級内で 

も賃金差別化を強めている。 また， こ 

うして一定量の高賃金労働者を創出す

ることにより労働者間競争が促進され， 労働密度が全体的に高められるのである。彼らは，銀行内 

での相対的高賃金を保証されるけれども， 徹底した管理下で従来以上に大変な仕事を， きついノル 

マを背負わされてこなすことを当然のように要求されるようになってきている。第 2 に， 非正規雇 

用労働者の利用を拡大することにより，正規雇用労働者の労働強化を促すことである。特に，一般 

職女子に対しては，第 2 次 . 第 3 次オンライン化をテコとして利用しながら強力に進められた人減 

らしと， より低い賃金で雇用されている子会社からの派遣社員やバート労働者の増大を目のあたり 

にさせ，直接的に競合させること， お よ び キ ャ リ ア 開 発 制 度 に よ り 「自己実現欲求」 を刺激するこ 

とにより労働密度を高めることを強制している。 また直接非正規雇用と競合する一般職女子だけで 

なく，銀行内のエリートである総合職男子ですら， さきに述べたような仕事の分割等により派遣. 

バートの導入や一般載女子の多能化等により労働強化を強いられるようになってきている。第 3 に, 

新人事政策下で当然のように要求される長時間過密労働に耐えることが困難な中高年層のほとんど 

は余剰人員とされ， 労働条件の悪化をもたらすような転籍出向を余儀なくされている。第 4 に， 新 

人事制度のもとでは， ほとんどの正規女子職員は一般職コースに閉じ込められ， 昇格の可能性がな 

L、。 これは， 女子の勤続年数の伸びを賃金上昇に結びつけず， 人件費の抑制を可能にしている。

(慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程）
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